
内線

（１）継続費総額及び年割額の変更

　

　

　  

　 　 　

－ 病院局・Ｂ２ －【審査の考え方】
　小児医療センター新病院の早期着工・完成は、極めて重要であ
ることから、要求額を措置した。
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継続費の平成２６年度年割額の変更
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ア　新病院建設工事　　　　　　　　平成25～27年度
イ　歩行者デッキ建設工事　　　　　平成26～27年度
ウ　第８－１Ａ街区舗装撤去工事　　平成25年度
エ　工業用水配管敷設工事　　　　　平成25年度
オ　環境アセスメント事後調査業務　平成26～29年度

合計 37,288,984 36,611,068 (4,770,708)

45,243

31,766,134合計

課室名　小児医療センター建設課

説明事業

戦略項目

項

平成26年度予算見積調書(4月補正予算)

年度

担当名　企画担当

病院事業

番号

 

0257,350 7,669,972

うち一財

36,019

うち一財

現 5,670,551 140,123 4,780,000 714,409

0 7,669,972

1,999,421 △38,929 1,781,000

決 1,999,421 △38,929 1,781,000 257,350

5,670,5515,670,551

現計予算額繰入金 補正後の予算額 当初予算額

２　事業主体及び負担区分

　　県（病院事業会計）10/10

３　地方財政措置の状況

補正要求額・審査額 内部留保資金 企業債 受託金

　　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　　9,500円×22人＝209,000円

事業名

事 業
期 間

平成25年度～
平成29年度

根 拠
法 令

地方公営企業法

１　事業の概要 ５　事業説明

03　　　医療の安心

分野施策 010304  県立病院の医療機能強化

Ｂ２ 小児医療センター新病院建設費（継続事業第２年次支出額）
病院事
業会計

資本的
支出

建設
改良費

施設増改築
工事費

単位：千円
担当者名 5989

目

　小児医療センターをさいたま新都心第８－１Ａ街区に
移転・整備することで、十分な耐震性を確保する。併せ
て、さいたま赤十字病院との連携により、高度な周産期
医療を充実・強化し、総合周産期母子医療センターとし
ての機能を整備する。
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